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【 請 求 項 １ 】
　 被 記 録 媒 体 に イ ン ク を 吐 出 し て 記 録 を 行 う イ ン ク ジ ェ ッ ト 記 録 ヘ ッ ド に よ っ て 記 録 の 行
わ れ た 第 １ 面 に 対 し て 反 対 側 の 第 ２ 面 が 前 記 イ ン ク ジ ェ ッ ト 記 録 ヘ ッ ド と 対 向 す る 様 に 、
前 記 第 １ 面 を 内 側 に し て 被 記 録 媒 体 を 湾 曲 反 転 さ せ る 湾 曲 反 転 経 路 と 、
　 前 記 第 １ 面 に 記 録 の 行 わ れ た 被 記 録 媒 体 が 、 前 記 第 １ 面 記 録 時 に お け る 後 端 を 先 端 に し
て 、 前 記 湾 曲 反 転 経 路 を 経 由 し て 前 記 イ ン ク ジ ェ ッ ト 記 録 ヘ ッ ド の 上 流 側 へ 到 達 す る 様 に
被 記 録 媒 体 を 搬 送 す る 搬 送 手 段 と 、
　 前 記 搬 送 手 段 を 駆 動 制 御 す る こ と に よ り 、 前 記 第 ２ 面 記 録 時 の 被 記 録 媒 体 先 端 が 、 前 記
第 １ 面 記 録 終 了 時 か ら 、 前 記 イ ン ク ジ ェ ッ ト 記 録 ヘ ッ ド の 上 流 側 に 設 け ら れ る と と も に 被
記 録 媒 体 を ニ ッ プ し 且 つ 回 転 す る こ と に よ り 被 記 録 媒 体 を 下 流 側 へ 搬 送 す る 第 １ ロ ー ラ 対
に 到 達 す る ま で の 時 間 Ｔ ｗ を 制 御 す る 搬 送 時 間 制 御 手 段 と 、 を 備 え 、
　 前 記 搬 送 時 間 制 御 手 段 が 、 前 記 第 １ 面 記 録 時 の 被 記 録 媒 体 後 端 か ら 長 さ Ｌ １ の 領 域 に お
け る イ ン ク 吐 出 量 、 又 は 記 録 デ ュ ー テ ィ 、 又 は 記 録 デ ー タ に 応 じ て 、 前 記 時 間 Ｔ ｗ を 設 定
す る 、
こ と を 特 徴 と す る 被 記 録 媒 体 案 内 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 長 さ Ｌ １ が 、 前 記 第 １ ロ ー ラ 対 か ら 、 前 記 イ ン ク ジ ェ ッ ト 記 録
ヘ ッ ド の 下 流 側 に 配 置 さ れ 、 記 録 の 行 わ れ た 被 記 録 媒 体 を ニ ッ プ し 且 つ 回 転 す る こ と に よ
り 被 記 録 媒 体 を 下 流 側 へ 搬 送 す る 第 ２ ロ ー ラ 対 ま で の 経 路 長 Ｌ ２ 以 上 で あ る 、
こ と を 特 徴 と す る 被 記 録 媒 体 案 内 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 ２ に お い て 、 前 記 長 さ Ｌ １ が 、 前 記 第 １ ロ ー ラ 対 の 上 流 側 に 設 け ら れ て 被 記 録 媒
体 の 通 過 を 検 出 す る 被 記 録 媒 体 通 過 検 出 手 段 か ら 前 記 第 ２ ロ ー ラ 対 ま で の 経 路 長 Ｌ ３ で あ
る 、
こ と を 特 徴 と す る 被 記 録 媒 体 案 内 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 時 間 Ｔ ｗ が 、 更 に 被 記 録 媒 体 の 種 類 に 応
じ て 設 定 さ れ る 、
こ と を 特 徴 と す る 被 記 録 媒 体 案 内 装 置 。



【 請 求 項 ５ 】
　 被 記 録 媒 体 の 両 面 に 記 録 を 実 行 可 能 に 構 成 さ れ た 記 録 装 置 で あ っ て 、 請 求 項 １ か ら ４ の
い ず れ か １ 項 に 記 載 さ れ た 前 記 被 記 録 媒 体 案 内 装 置 を 備 え て い る 、
こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 被 噴 射 媒 体 に 液 体 噴 射 を 行 う 液 体 噴 射 ヘ ッ ド と 、
　 前 記 液 体 噴 射 ヘ ッ ド に よ っ て 液 体 噴 射 の 行 わ れ た 第 １ 面 に 対 し て 反 対 側 の 第 ２ 面 が 前 記
液 体 噴 射 ヘ ッ ド と 対 向 す る 様 に 、 被 噴 射 媒 体 を 湾 曲 反 転 さ せ る 湾 曲 反 転 経 路 と 、
　 前 記 第 １ 面 に 液 体 噴 射 の 行 わ れ た 被 噴 射 媒 体 が 、 前 記 第 １ 面 液 体 噴 射 時 に お け る 後 端 を
先 端 に し て 、 前 記 湾 曲 反 転 経 路 を 経 由 し て 前 記 液 体 噴 射 ヘ ッ ド の 上 流 側 へ 到 達 す る 様 に 被
噴 射 媒 体 を 搬 送 す る 搬 送 手 段 と 、
　 前 記 搬 送 手 段 を 駆 動 制 御 す る こ と に よ り 、 前 記 第 ２ 面 液 体 噴 射 時 の 被 噴 射 媒 体 先 端 が 、
前 記 第 １ 面 液 体 噴 射 終 了 時 か ら 、 前 記 液 体 噴 射 ヘ ッ ド の 上 流 側 に 設 け ら れ る と と も に 被 噴
射 媒 体 を ニ ッ プ し 且 つ 回 転 す る こ と に よ り 被 噴 射 媒 体 を 下 流 側 へ 搬 送 す る 第 １ ロ ー ラ 対 に
到 達 す る ま で の 時 間 Ｔ ｗ を 制 御 す る 搬 送 時 間 制 御 手 段 と 、 を 備 え 、
　 前 記 搬 送 時 間 制 御 手 段 が 、 前 記 第 １ 面 液 体 噴 射 時 の 被 噴 射 媒 体 後 端 か ら 長 さ Ｌ １ の 領 域
に お け る 液 体 吐 出 量 、 又 は 液 体 噴 射 密 度 、 又 は 液 体 噴 射 デ ー タ に 応 じ て 、 前 記 時 間 Ｔ ｗ を
設 定 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 液 体 噴 射 装 置 。
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